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緒　　　言

生活習慣病に対する危機感が強まるなか，人々の健康に

対する意識や関心はますます高まりをみせている．そして，

少しでも健康の維持や増進が図れるのであればという期待

から，健康食品が以前にも増して広く愛好されるようにな

ってきている．今や健康食品は7,500億円市場とも言われ

ており，都民の６割を越える人が健康食品を利用している1）

という実態からも，その関心の高さをうかがうことができ

る．

昨今，街には実に様々な種類の健康食品が出回るように

なったが，中でも健康茶は，近年お茶の有用性が注目され

ていることもあって，依然，需要の高い製品の１つとなっ

ている．健康茶の中には，「ダイエット」，「スリム」，「減

肥」等の表示で痩身を暗示し，消費者の購買意欲をそそる

ようなものをしばしば見かける．そして，実際にも，それ

が健康茶のかなりの数を占めているものと思われる．一方，

生活習慣病への強い危惧から，今では女性だけでなく男性

までもが痩せることに切実感を抱くようになり，「健康茶」

という響きからくる安心感と相まって，痩身を標榜するお

茶にその効果を期待する人も多く見受けられる．しかし，

そうした製品の中に，医薬品成分を含有した無承認無許可

医薬品として薬事法違反に問われる製品が紛れていること

があり，かえって健康を損なう結果を引き起こしかねない．

我々は，これまで既に，食欲抑制剤のフェンフルラミンあ

るいは緩下剤のセンナやダイオウが健康食品に混入した例

を報告し2，3），健康被害の未然防止を図ってきた．しかし，

未だ依然として違反品の流通が後を絶たないというのが現

状である4，5）．

昨年，試供品として街頭で配布されていた健康茶を飲み，

健康被害を被ったという情報が東京都に寄せられた．そこ

で当所で試験を行ったところ，当該の試供品からセンナの

葉が検出された．センナは，センノシドA（SA）及びセ

ンノシドB（SB）を主成分とした緩下作用を有するセンノ

シド類を含有する．そして，抽出されたセンノシド類は，

緩下剤・センノシドとしてプルゼニド等の名称で医療用医

薬品に使用されている6）．従って，当該品は医薬品成分を

含有する薬事法違反品に該当するとされ，行政上の指導を

受けるに至った．本報では，その試験の経緯について述べ

るとともに，情報提供者がSA及びSBを実際に摂取した量

を類推するために，センナ葉の切度及び粉末度7）と抽出法

から考察を加えたので，併せて報告する．

実 験 の 部

１．実験材料

健康茶：試供品１種６包，製品Ａ－Ｅ（30包入り）５種

センナ葉：日本薬局方（JP）適合品

２．標準品及び試薬

SA及びSBは和光純薬製生薬試験用標準品を，その他の

試薬はすべて特級品を用いた．

３．健康茶の試験

生薬鑑別試験：試料を30号（500μm）ふるいに通し，ふ

るい上に残留したものについて，その外部形態を目視並び

に実体顕微鏡で観察した．

薄層クロマトグラフィー（TLC）による定性試験：生薬

鑑別試験でセンナと疑われた葉片を抜き出し，メタノール

を加えて超音波抽出した．この液について，センナ葉を対

照にTLCを行った．

薄層板；シリカゲル60 F254（メルク社製），展開溶媒；1-

プロパノール:酢酸エチル：水：酢酸（40：40：30：1），

検出方法；紫外線（365 nm）照射

高速液体クロマトグラフィー（HPLC）による定性及び定

量試験：粉末とした試料約１gを正確に秤取し，70%メタ
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ノール30 mLで30分間振とう抽出後，10分間遠沈，上澄を

分取した．さらに残渣について，70%メタノール10 mLず

つで10分間振とう，10分間遠沈を２回繰り返した．全上澄

液を合し，70%メタノールで正確に50 mLとした後，0.45μm

フィルターに通してHPLC用試料液とした．

以下の条件でHPLCを行い，保持時間（t R）及びUVスペ

クトルによりSA及びSBの確認を，ピーク高さにより定量

を行った．

カラム；TSKgel ODS-80TS, 4.6 mmI.D.×150 mm（東ソー

製），カラム温度；50℃，移動相；薄めたpH5.0の1 mol/L

酢酸・酢酸ナトリウム緩衝液(1→10)/アセトニトリル混液

（17：８）1000 mLに臭化テトラヘプチルアンモニウム2.45

gを添加，流速；1 mL/min，検出；フォトダイオードアレ

イ（取込波長　220-400 nm，測定波長　340 nm），注入

量；10μL

４．センナ葉中のSA及びSBの抽出率

試料の調製：センナ葉を刻み，第十四改正日本薬局方

（JP14）通則137）に従い，ふるいを通して粗切，中切，細

切，粗末，中末に分けた（表１）．

試料の抽出：各切度及び粉末度に分けたセンナ葉を約1g

ずつ正確に秤取し，それぞれ市販のフィルターパック（名

称　お茶パック，主要原料　ポリエステル，寸法　9.5

cm×7.0 cm）に入れる．各パックは300 mLビーカーに入

れ，水200 mLを加えて，以下の条件で抽出する．

（条件１）水は冷水のままとし，加えた後は室温で放置す

る．放置時間；30分間，（条件２）水は沸騰水とし，加え

た後は室温で放置する．放置時間；２分間，５分間，15分

間，（条件３）沸騰水を加えた後，さらに加熱を続けて煎

出する．煎出時間；５分間，10分間．

HPLCによる定量：各抽出液を，冷後200 mLメスフラス

コに移し，水で正確に200 mLとした後，0.45μmフィルタ

ーに通し，HPLC用試料液とした．

前述と同様の条件でHPLCを行い、ピーク高さにより定

量した．

結果及び考察

１．健康茶から検出された医薬品成分

試供品として配られていた健康茶は，包装に材料等の記

載が全くなく，内容物に関する情報は皆無であった．しか

し，品名が痩身を暗示させるものであったこと，さらに情

報提供者の主訴が下痢症状であったことなどから，緩下剤

の混入が疑われた．

1. 1．試供品内容物の外部形態

内容物は，細かく刻まれた数種の植物片の混合物であっ

た．外部形態を詳細に観察した結果，その中に，淡黄緑色

を呈し，強く浮き出た葉脈を伴うセンナ特有の形態を持つ

葉片が認められた（図１）．

1. 2．TLCによるセンナ葉の確認

内容物から抜き出したセンナと思われる葉片について

TLCを行った結果，Rf 値0.3及び0.2付近にSA及びSBと一

致する紅色蛍光スポットが検出されたほか，Rf 値0.4付近

にもセンナ葉に特有とされる青白色蛍光スポット3）が検出

された．従って，抜き出した葉片はセンナであり，試供品

の中にはセンナ葉が混入していたことが明らかとなった．

1. 3．SA及びSBの含量

試供品は全部で６包あり，内容物の重量は1.54－1.66 g，

平均1.59 gで，１包当たりの重量のばらつきは小さかった．

生薬鑑別試験に供した１包を除く残り５包について，個々

にHPLCで分析を行った結果，いずれからも約26分と約12

分にピークが検出され，これらはSA及びSB とt R並びに

UVスペクトルが一致した（図２）．これに基づいて１包毎

表１．第十四改正日本薬局方7）によるセンナ葉の切度及び

粉末度

名称 通過するふるいの番号 （ふるいの呼び寸法）

粗　切 4 号 （4,750μm）

中　切 6.5 号 （2,800μm）

細　切 8.6 号 （2,000μm）

粗　末 18 号 （850μm）

中　末 50 号 （300μm）

図１．試供品内容物の外観

（a）全体像（×10） （b）抜き出したセンナ葉（×30）
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に総センノシド（SA及びSB）を求めたところ，9.5－10.5

mg/包，平均で10.0 mg/包であった．１包当たりの重量と

同様，総センノシドもばらつきが小さく，本品は少なくと

もセンナ葉に関して，均一に混合・分包されていると考え

られた．

センナ葉中の総センノシドは，JP14で1.0 %以上と規定

されている8）．仮に，本品に混入したセンナ葉が総センノ

シド1.0 %のJP適合品であったとすると，本品１包中には

約1 gのセンナ葉が混入していたものと計算されることに

なる．これは，１包当たりの重量1.59 gから考えると，内

容物の６割以上をセンナ葉が占有していることに相当する

が，実際目視では，センナ葉の量は６割に遠く及ばず，む

しろ葉軸様の植物片の混在が目立った．センナの葉軸はセ

ンナ葉と同等の総センノシドを含有する9）ことから考える

と，本品中の総センノシドの大半は葉軸に由来するものと

推察される．

本品中にセンナ葉を確認したことから，当該品の製造業

者が製造する健康茶で，先の試供品と同一銘柄の製品Ａ及

びB（別ロット）及び他銘柄の製品C－Eについて，同様

に試験を行った．

1. 4．製品の試験

製品A－Eについて生薬鑑別試験を行ったところ，製品

Ｂを除くすべての製品から，センナ様の葉片が確認され

た．

そこで，それぞれの製品から無作為に５包ずつ抜き出し，

１包毎にHPLCによる分析を行った．その結果，センナ様

葉片が確認されなかった製品Bも含むすべての製品から，

SA及びSBが検出された．製品Bから検出されたSA及びSB

は，生薬鑑別試験で30号ふるいを通過した部分に由来する

ものと考えられる．表２に総センノシドを示したが，製品

毎に見ると，健康食品としては総じて１包当たりの重量の

ばらつきが小さく，１包毎の定量値の変動も比較的小さく

抑えられていた．従って，製品についても，センナ葉に関

して均一に混合・分包されているものと考えられた．

製品Ａは試供品と同一銘柄で，ほぼ同様の定量値を示し

た．一方製品Bは，同一銘柄でありながら，定量値はその

約1/3と極端に低い値を示し，本製品はロット間で含量が

大きくばらついていることが明らかとなった．他銘柄の３

製品については，試供品と概ね同等の値であった．

２．センナ葉の切度及び粉末度と抽出法による総センノシ

ドの抽出率

健康茶の多くはティーバック状になった製品で，カップ

に入れ熱湯を注いでしばらく置く，あるいはやかんで煮出

す，などがごく一般的な入れ方とされている．また，ティ

ーバックの内容物の細かさは製品により様々だが，抽出効

率とティーバックの材質との兼ね合いからか，細切から粗

末程度に刻まれたものが多く見受けられる．そして，健康

茶に含有される成分の抽出率は，その刻みの細かさや入れ

方によって異なってくる．

そこで，５種類の切度及び粉末度に分けたセンナ葉を，

それぞれティーバックの代用としたフィルターパックに入

れ，異なる３条件で抽出して，SA及びSBの抽出率を調べ

た（表３）．冷水のまま30分間放置した場合（条件１），刻

み方が細かいほど抽出率が高く，中末では95%以上抽出さ

れた．すなわち，冷水の場合は，細かく刻むほど抽出率が

高いと考えられた．沸騰水を加え，そのまま室温で放置し

た場合（条件２）では，抽出時間が長いほど抽出率は高く

なった．しかし，刻み方が細かすぎると，抽出時間の長さ

に関わらず，かえって抽出率が低下する傾向が認められ，

粗末の場合が最も抽出率が良い結果となった．抽出時間を

図２．試供品のHPLCクロマトグラム及びSA・SBのUVスペクトル

HPLC条件は，実験の部に示す．
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15分とした時には，細切と粗末で抽出率が85%と同等の最

高値を示し，この条件下では切度及び粉末度の違いは無か

った．また，沸騰水を加えた後，さらに加熱を続けて煎出

した場合（条件３）においても，抽出時間並びに切度及び

粉末度と抽出率との関係は，（条件２）と同様の傾向を示

し，粗末で10分間煎出した場合に抽出率は最高となった．

沸騰水を加え，２－５分間室温放置した場合，細切から

粗末で総センノシドは70－85%抽出される．製品には，１

パックをカップに入れて熱湯を注ぎ，１－２分ほど浸して

から飲むよう記載されていた．当該の健康茶は粗末程度に

刻まれていたことから，情報提供者が仮に記載された用法

に従ったものとすると，総センノシドとして１回に７－８

mgを摂取したと類推される．医薬品承認基準では総セン

ノシドの最大薬用量を１回16 mg，１日48 mgと規定して

いる10）．この基準に従って製造された医療用医薬品・セン

ノシドでは，その用法を，総センノシドとして１日１回

12－24 mg就寝前（増減），高度の便秘には１回48 mgまで

増量できるとしている6）．このことから，情報提供者の１

回の摂取量は医療用医薬品・センノシドの約1/3－2/3回分

に相当し，１日３回摂取したとしても通常の１回分あるい

は最大薬用量の1/2程度の摂取量であったと推察される．

しかし，瀉下効果の発現は特に個人差が大きいため，情報

提供者の場合，薬用量としては不十分な量であっても作用

が強く現れたのではないかと思われる．

なお，センノシドは熱に対して不安定で，分解されやす

い11）といわれるが，今回の実験結果から，少なくとも沸

騰水中で10分間加熱を続ける程度では，安定性への影響は

ないものと思われた．従って，センナ葉を沸騰水で温浸あ

るいは煎出する際には，SA及びSBの分解を懸念する必要

はないと考える．

結　　　論

健康被害を被ったとの情報が寄せられた健康茶について

試験を行った結果，外部形態からセンナ葉の混入が疑われ

た．さらにTLC及びHPLCによる分析を行ったところ，

TLC上でSA及びSBと一致するスポットのほか，センナ葉

特有のスポットを認め，HPLCではSA及びSBとtR並びに

UVスペクトルが一致するピークを検出し，センナ葉であ

ることを確認した．総センノシドは１包当たり約10 mgで

あった．

センナ葉の刻みの細かさあるいは抽出法の違いで，SA

及びSBの抽出率は異なる．冷水で30分間室温放置した場

合，細かく刻まれているほど抽出率は高かった．沸騰水で

は，そのまま室温放置した場合，さらに加熱して煎出した

場合のいずれにおいても，抽出時間が長いほど抽出率は高

くなった．しかし，刻み方が細かすぎるとかえって抽出率

は低下し，粗末が最も抽出率が良好だった．細切から粗末

程度に刻んだセンナ葉をティーバックに入れ，カップに沸

騰水を注ぎ放置した場合，もとのセンナ葉に含まれる総セ

ンノシドの約７－８割が抽出されたことから，情報提供者

の総センノシド摂取量は７－８mgであったものと推察さ

れた．

痩身を標榜する健康茶に医薬品成分のセンナ葉が混入し

た薬事法違反品の流通は，なかなか後を絶たない．生理作

用が強く，妊婦に対しては流産や早産の危険もあるため，

表２．試供品及び製品Ａ－Ｅの総センノシド＊定量結果

n
１包当たりの １包中の総センノシド

重量（g/包） （mg/包） 平均（mg/包）

試供品 5 1.61 9.6

1.59 10.1

1.56 9.5 10.0

1.56 10.5

1.66 10.3

製品Ａ 5 1.67 11.3

1.63 11.2

1.66 11.2 11.2

1.66 11.0

1.68 11.5

製品Ｂ 5 1.54 3.4

1.42 3.2

1.50 3.5 3.4

1.56 3.5

1.49 3.6

製品Ｃ 5 1.54 10.5

1.47 9.7

1.52 10.5 10.4

1.51 10.3

1.59 11.2

製品Ｄ 5 1.64 7.3

1.62 7.6

1.60 7.4 7.1

1.60 6.8

1.47 6.5

製品Ｅ 5 1.57 10.8

1.57 10.7

1.51 10.5 10.3

1.47 9.8

1.49 9.6
＊SA 及び SB

表３．センナ葉の切度及び粉末度と抽出法の違いによる総

センノシド抽出率（％）

抽出法＊ 抽出時間
切度及び粉末度

粗切 中切 細切 粗末 中末

条件１ 30分間 36.2 41.7 61.7 66.2 95.4

条件２ ２分間 48.5 58.2 71.0 72.7 52.6

５分間 43.7 69.8 77.6 81.5 70.2

15分間 65.2 75.6 84.9 85.3 69.1

条件３ ５分間 72.0 75.6 74.5 80.5 45.9

10分間 79.0 83.2 79.4 89.8 71.5
＊条件は，実験の部に示す．
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直ちに健康被害に結びつく可能性も高い．今後さらに監視

指導を強め，センナ葉が含有された違反品を市場から早急

に駆逐する必要があると考えている．
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